
一般事業主行動計画の公表について 

 

一般事業主行動計画について、一般財団法人・仁和会は、従業員の仕事と子育ての両立に向け

て、また女性が社会・職場において活躍できる環境を整備するため【一般事業主行動計画】を

策定しています。 

 

女性活躍推進法とは、「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的と

して、平成 28年に施行された法律です。 

 

一般事業主行動計画とは、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や子育

てをしていない従業員を含めた多様な労働条件の整備などに取り組むために策定する計画で

す。 

 

 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができること、職員全員が働きやすい環境をつくること

によって、全ての職員がその能力を十分発揮できるようにするために、次の行動計画を策定す

る。 

 

1 計画期間 

      令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31日 

 

2 目標 

①  セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況の把握 

＜対策＞ 各種・相談窓口を設けていることがわかるように文書などの配布

や掲示をし、職員が相談窓口があることの周知を行う。 

また相談を受ける側、役職者などへセミナーの実施を年 1回以上行う。 

 

②  有給休暇取得率を上げる 

＜対策＞ 部署及び個人単位での年次有給休暇の取得状況を把握し、 

年間 5日以上の取得促進を図るとともに、全体の年間平均取得率 60％を

目指す。 
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